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9 月 2 日に算定基礎届と厚生年金保険料の改定（160.58/1000→1

に伴う社会保険料一覧表を送付致しました。まだ届いていない事業

に疑義のある場合については、当事務所までご連絡下さい。

厚労省の諮問機関である社会保障審議会の「短時間労働者への社

等に関する特別部会」で、パートら非正規雇用労働者にも広げる議

（具体的には週 20 時間以上の人に社会保険加入との案が例示され

との報道が先日ありました。今後どのような展開になるかは分かり

私たちも注視していきたいと考えております。

「雇用促進計画」をハローワークに提出し、1 年間で 5 人以上（中

かつ、10％以上従業員数を増加させた場合、従業員数 1 人当たり 20

受けられる制度です。

心あたりのある事業所様がおられましたら当事務所までご連絡下

℡ 0985-29-5881 Fax 0985-29-5542 E-mail kawasaki@sr

雇用促進税制について

パートタイマーの社会保険適用につい

社会保険料一覧表をお送りしました

当通信を送信いたします。
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今後メール配信を考えております。メールアドレス
お持ちで、まだご登録がお済みでない方はぜひ、ご
絡をお願いします。メール配信可能な事業所様には

http://www.sr-k.co.jp/
mailto:kawasaki@sr-k.co.jp
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